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第２７回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会の開催について

標記会議について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
傍聴を希望される方は募集要領によりお申し込み下さい。

記

1．日時

2．場所

3．議題

4．募集要領

 別添（傍聴申込書）（Excel：33KB）

平成29年１月13日（金）15:00～17:00

厚生労働省　専用第21会議室（17階）

(１) 飲食店営業（一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業）及び喫茶店営業の振興指針の改定について
（２）その他

○別添の傍聴申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸによりお申し込み下さい。

○申し込みの締め切りは、１月11日(水)17:00までとさせていただきます。

○希望者多数の場合は、抽選により傍聴者を決定いたしますので、傍聴できない場合もありますことをご了承下さい。傍聴できない方に対しまして
は、会議前日までにご連絡を差し上げます。（傍聴可能な方に対しましては、特段通知等いたしません。）

　　申込先：Fax：03(3501)9554

○お電話・お手紙によるお申込みは御遠慮ください。
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